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１．制度分野 

 
  平成１５年１０月に実用化試験放送を始めたデジタルラジオは、本放送に

向け、コンテンツの充実、受信機の普及が着実に進んでいる。地域情報に根

ざし国民生活に密着したラジオのデジタル化は避けて通ることはできず、デ

ータ放送や通信との連携サービスも期待されるデジタルラジオの普及は、電

波の有効利用に資するところ大である。デジタルラジオを基幹メディアとし

て位置づけ、デジタルラジオが信頼性、地域性を維持できるだけの十分な周

波数帯域を確保し、さらに新たなサービス展開ができるような制度とするよ

う要望する。 
 

２．技術分野 
 

携帯端末向けマルチメディア放送の技術方式には、端末の普及が進んでい

るワンセグとの共用、ユーザーの利便性、さらには日本の国際競争力強化の

観点等から、「ＩＳＤＢ－Ｔ方式をベースにした方式」を採用すべきである。 

 

３．ビジネスモデル分野 

 

  参入事業者が、無料広告放送、有料放送、通信との連携によるショッピン

グなど、多様なサービス形態を自由に選択できるような制度とするよう要望

する。 
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